
平成３０年１０月３０日 

津山市立小・中学校保護者の皆様へ 

津山市教育委員会   

 

留守番電話の導入について 

 

  日頃より、津山市の教育推進について、ご理解とご協力をいただき、心より感謝申し上

げます。 

  さて、教職員の長時間勤務の現状が大きく問題視されていますが、本市におきましても

多くの教職員が勤務時間を超えた長時間の勤務をしている状況があります。 

 この状況は、教職員の心身の健康を損なう恐れがあるだけでなく、子どもたちへの質の

高い教育の提供を妨げることにもつながると懸念しております。教職員が授業や授業準備

等に集中し、教育の質を高める環境を構築することが必要不可欠であると考えております。 

  その一環として、この度、次のとおり、津山市立全小・中学校で自動応答メッセージ機

能付き留守番電話（以下、「留守番電話」という。）を導入することといたしました。 

  今後、学校業務の効率化を図りながら、教職員の勤務負担軽減を推進し、教職員が心と

体の健康を向上させ、これまで以上に子どもたちへ向き合う時間を確保し、教育指導の充

実に邁進するよう取り組んでまいりたいと考えております。 

  保護者の皆様方におかれましては、留守番電話導入の趣旨をご理解いただき、引き続き

ご協力いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

記 

 

 

１． 平成３０年１１月１日から留守番電話を導入します。 

 

２． 今後、小学校は１８時３０分、中学校は１９時以降、留守番電話といたします。 

    ・設定時刻より前に教職員が退校している場合もあります。 

 ・土日祝日も留守番電話となります。 


